
取扱職種の範囲等の明示 
 

ｐａｉｚａ株式会社 

 

職業安定法第 32 条の 13、職業安定法施行規則第 24 条の 5 に則り、下記の項目を明示します。 

 
 

当社で取り扱う職種の範囲：全職種（港湾運送業務、建設業務を除く）

取扱い地域：国内全域 

 

求職者の方には手数料は一切生じません。 

求人者に関しては、下記手数料表のとおりです。 

 

【届出制手数料に係る手数料表】 

当社は、職業安定法に基づき、下記のとおり手数料を定めております。 

サービスの種類及び内容 手数料の額 

求人を受け付ける時の事務費用 500,000 円 

手数料負担者は  求人者 とします。 

求人・求職の申込みを受理した時以降、
求人・求職者に提供する紹介のサービス 

成功報酬 職業紹介が成功した場合に 

おいて、当該求職者の就職後 

1 年間で支払われた賃金の 

100% 

手数料負担者は  求人者 とします。 

求人の充足を容易にするための求人者に
対する専門的は相談・助言 

成功報酬 職業紹介が成功した場合に 

おいて、当該求職者の就職後 

1 年間で支払われた賃金の 

100% 

手数料負担者は  求人者 とします。 

特定の条件による特別の求職者の開拓や
そのための調査・探索 

着手金 500,000 円 

活動 1 日あたり 500,000 円
成功報酬 職業紹介が成功した場合に 

おいて、当該求職者の就職後 

1 年間で支払われた賃金の 

100% 

手数料負担者は  求人者 とします。 

就職を容易にするための求職者に対する
専門的な相談・助言 

成功報酬 職業紹介が成功した場合に 

おいて、当該求職者の就職後 

1 年間で支払われた賃金の 

100% 

手数料負担者は  雇用関係主 とします。 

(注)上記手数料には消費税は含まれておりません。別途加算となります。 

(注)上記手数料は上限であり、別途求人者と申込書、契約書、覚書等で定める手数料が優先されます。 

なお、ポジションの採用難易度や緊急性の高い職種の場合…100％、その他の場合…30～50％を想定してお

ります。 
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取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲 

手数料に関する事項 


